
該当団体数 62 62 62 60 57 0 54 47 23 50 56 36 6 2 13 13 32 5 6 46 5 0 0 25 25

東京都 千代田区
千代田区教育委員会事務局子ども部学
務課 03-5211-4284 gakumu@city.chiyoda.lg.jp

http://www.city.chiyoda.ig.jp/koho/kosodat
e/teate/shugaku.html ○ ○ ○ ○ 援助対象となる年間所得の目安額等を記載 ○

東京都 中央区 教育委員会事務局学務課学事係 03-3546-5514 gakumu_01@city.chuo.lg.jp
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/gakko
kyouiku/nyugaku/syugakuenzyo.html ○ ○ ○ ○ ○

・目につきやすいタイトルや平易な文面の使用
・援助対象となる年間所得の目安額等を記載 ○ ○

区域外就学児童生徒については、教育委
員会窓口で配付。

東京都 港区
教育委員会事務局学校教育部学務課
学校運営支援係 03-3578-2731 minato30@city.minato.tokyo.jp http://www.city.minato.tokyo.jp ○ ○ ○ ○ ○

・援助対象となる年間所得の目安額等を記載
・外国語の申請書を作成
・転入者には学校で書類を配布 ○

東京都 新宿区
新宿区教育委員会事務局学校運営課
学校運営支援係 03-5273-3089 gakkounei@city.shinjuku.lg.jp

http://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file
04_04_00005.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

他自治体及び国私立学校在籍者について
は、教育委員会で申請書を配布してい
る。

東京都 文京区 教育推進部学務課学事係 03-5803-1295 b701000＠city.bunkyo.jp
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kyoiku
/gakko/aid/enjyo.html ○ ○ ○ ○ ○

援助対象となる認定所得基準額の目安を記載。転入者には学校を通じて
申請書を配布。 ○ ○ 教育委員会で希望者に申請書を配布。

東京都 台東区 教育委員会学務課学事係 03-5246-1412 gakumu-ed@city.taito.tokyo.jp

http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/ky
oiku/kuritsushocyugakko/syugakuenjoseid
o.html ○ ○ ○ ○ ○

年度当初に学校事務担当者向け説明
会を実施 ○ ○

台東区立小中学校に在籍していない児童
生徒の保護者については、教育委員会窓
口にて申請書を配布

東京都 墨田区
墨田区教育委員会事務局 学務課事
務担当 03-5608-6303 gakumu@city.sumida.lg.jp

http://www.city.sumida.lg.jp/kosodate_kyo
uiku/kyouiku/school/syuugaku_enjo/shuug
akuennjo.html ○ ○ ○ ○ ○

平成30年度より、申請書とともに配布している『就学援助のお知らせ』
について、制度の理解と保護者にとってスムーズな申請手続が行えるよ
う作成し直した。（認定基準額の目安額・提出期限・必要書類等の、例
年申請にあたり問合せの多い箇所を目立つよう表示） ○

東京都 江東区 教育委員会事務局 学務課 学事係 03-3647-9174 gakuji@city.koto.lg.jp
http://www.city.koto.lg.jp/581101/kodomo/
gakko/enjo/shugaku/6154.html ○ ○ ○ ○ 援助対象となる年間所得の目安額等を記載、外国語の申請書を作成 ○ ○

・区外小中学校に在籍している児童生徒
については、教育委員会で申請書を配
布。
・前年度申請者に対しては当該年度の申
請案内を郵送で行っている。

東京都 品川区
品川区教育委員会事務局 学務課
学事係 03-5742-6828 gakumu@city.shinagawa.tokyo.jp http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・補助対象となる年間所得の目安額等を記載
・外国語の申請書を作成 ○

東京都 目黒区 教育委員会事務局学校運営課学事係 03-5722-9304 kyoiku21@city.meguro.tokyo.jp
http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/g
akko/gakko_josei/shugakuenjo/gimu.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

東京都 大田区
教育委員会事務局教育総務部学務課
学事係 03-5744-1429 gakumu@city.tokyo.jp http://www.city.ota.tokyo.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ 援助対象となる年間所得の目安額等を記載 ○

東京都 世田谷区 教育委員会事務局学務課 03-5432-2686
SEA02046@mb.city.setagaya.tokyo.j
p

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/103
/134/527/d00125518.html ○ ○ ○ ○

・援助対象となる年間所得の目安額等を記載
・外国語の申請書を作成
・年2回おしらせを配布。 ○ ○

東京都 渋谷区 教育振興部学務課学事係 03-3463-2986 gakumu@city.shibuya.tokyo.jp
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/
gakkou/tetsuduki_g.html ○ ○ ○ ○

援助対象となる年間所得の目安額や、認定になった場合の援助の内容・
概算額を記載している。 ○

東京都 中野区 学校教育分野 03-3228-5459
gakkokyoiku@city.tokyo-
nakano.lg.jp

http://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/652000/d013764.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

区内在住の区外公立学校の児童生徒で前
年度就学援助を受けていた者に対しては
「申請書」を送付する。

①都道府県 ②市町村名

０ 就学援助制度問い合わせ先（広報用） Ⅰ 平成３０年度就学援助制度の実施について

オ．制度
案内等は
行わず，
各学校で
希望者に
対して申
請書を配

布

カ．制度
案内等は
行わず，
教育委員
会で希望
者に対し
て申請書
を配布

キ．その
他（内容
を２．

（２）に
記入して
くださ
い。）

ク．保
護者向
け説明
会を実
施する
よう各
学校へ
指導

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト
⑤その他
（SNSなど）

１．就学援助制度の周知方法 ２．就学援助制度の申請書の配布方法

キ．教
職員向
け説明
会を実
施

（１）就学援助制度の周知方法（あてはまるもの全てに○）

（２）ケの内容 （３）就学援助制度周知の工夫

（１）就学援助制度の申請書の配付方法（あてはまるもの全てに○）

（２）キの内容

ア．教
育委員
会の
ウェブ
サイト
に制度
を掲載

イ．自
治体の
広報誌
等に制
度を記
載

ウ．就
学案内
の書類
に記載

エ．入
学時に
学校で
就学援
助制度
の書類
を配付

オ．毎
年度の
進級時
に学校
で就学
援助制
度の書
類を配
付

カ．各
学校に
対して
制度を
書面で
周知

ケ．そ
の他
→
（２）

ア．各学
校で制度
案内を配
付後，希
望者に各
学校から
申請書を

配布

イ．各学
校で制度
案内を配
付後，希
望者に教
育委員会
から申請
書を配布

ウ．各学
校で全児
童生徒も
しくは保
護者に申
請書を配

布

エ．教育
委員会で
全児童生
徒もしく
は保護者
に申請書
を配布
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東京都 杉並区
教育委員会事務局学務課就学奨励担
当 03-3312-2111 gakumu-k@city.suginami.ne.jp

http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/ky
oiku/gakko/1004741.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

年度初め、全員に就学援助のお知らせを配布し、申請の有無を全員から
提出してもらう。転入者についても同様。 ○

東京都 豊島区
豊島区教育委員会学務課学事グループ
（就学援助担当） 03-3981-1174 A0027509@city.toshima.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・外国語（英・中）の申請書を作成している。
・保護者宛にメールでも周知している。 ○ ○

担当窓口、及び、区民事務所でも申請書
を配布している。

東京都 北区 教育振興部学校支援課学事係 03-3908-1541 gakuji@city.kita.lg.jp
http://www.city.kita.tokyo.jp/gakkoshien/k
osodate/shogakko/enjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

東京都 荒川区 教育委員会事務局学務課学事第二係
03-3802-3111
（内線3338)

kyoiku-
gakumu@city.arakawa.tokyo.jp

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate
-kyoiku/kyoiku/josei/shuugakuennjyo.html ○ ○ ○ ○ ○

・全児童生徒に向けて希望調査を兼ねた申請書を配付し、原則、全児童
生徒から回収する。
・いくつかのモデルケースに対する認定基準額を記載する。
・外国語の申請書の見本を作成 ○

東京都 板橋区 板橋区教育委員会事務局学務課 03-3579-2611 k-gakumu@city.itabashi.tokyo.jp
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi
/000/000391.html ○ ○ ○ ○ ○

・4月に就学援助希望調書を全児童・生徒の保護者に提出してもらい希
望の有無を確認している。
・英語と中国語とタガログ語の案内と記入例を作成している。 ○ ○

区域外就学者には、希望者に対し、教育
委員会から申請書を郵送

東京都 練馬区 学務課管理係 03-5984-5643 GAKUMUKA01@city.nerima.tokyo.jp
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/ky
oiku/enjo/enjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ 英語および中国語の就学援助制度の案内文を作成し、各学校に配布 ○ ○ ○

・1年生は入学式後全児童生徒に申請書を
配布。
・2年生以上は制度案内を配布し、希望者
に学校または教育委員会から申請書を配
布。

東京都 足立区 足立区教育委員会学務課助成係 03-3880-5977 gakumu@city.adachi.tokyo.jp
http://www.city.adachi.tokyo.jp/gakumu/k-
kyoiku/shochu/tetsuzuki-shugaku.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東京都 葛飾区
葛飾区教育委員会事務局学務課学事
係

03-5654-8460
（直通） ホームページに専用フォームあり

http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1
000057/1002479/1002748.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

区ホームページにダウンロード形式の書
式を掲載。
区域外就学者については、希望者に対し
て教育委員会から申請書を配布。

東京都 江戸川区
江戸川区教育委員会事務局学務課学
事係 03-5662-1624

http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kyouiku/
tetuduki/shugakuenjo.html ○ ○ ○ ○

・援助対象となる年間収入の目安額を記載，
・外国語の記入例を作成，
・全児童生徒へ年度当初（転入者は転入時）に希望調査票兼申請書を配
付しており希望の有無を確認している ○

東京都 八王子市
八王子市教育委員会学校教育部教育
支援課 042-620-7339 b301800@city.hachioji.lg.jp

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/k
yoiku/003/002/002/p004697.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

新入学準備金前倒しについて、小学
校入学予定者に学校選択希望票送付
時に同封して郵送

・援助対象となる支給費目や年間所得の目安額等を記載
・外国語の制度案内及び申請書を作成、転入者には必ず就学援助制度を
説明 ○ ○

新入学準備金前倒しについて、小学校入
学予定者に就学時健康診断通知送付時に
同封して郵送

東京都 立川市
立川市教育委員会 学務課 学務保
健係 042-523-2111 gakumu@city.tachikawa.lg.jp https://www.city.tachikawa.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市立学校の市事務嘱託職員向けの説
明会を実施

・年度頭の申請案内について、従来は新小・中1年生に関しても一度の
み（入学式）だったが、平成30年度より新小1向け保護者会と、新中1
には6年次に在校生向けに配るときにも配布した。
・新小学一年生にはリマインダーのチラシも配布（添付資料参照）
・2学期開始時在校生宛てにチラシを配布。
・また外国語版の案内と申請書を作成している。 ○

東京都 武蔵野市
武蔵野市教育委員会 教育支援課
学務係 0422-60-1900

sec-
kyouikusien@city.musashino.lg.jp

http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_g
uide/sho_chugakko/shugakuenjo/1007052.
html ○ ○ ○ ○ ○ ○

子育て支援情報サイト「むさしのす
くすくナビ」登録者へのメール配信

・目につきやすいタイトルや平易な文面の使用，漢字には振り仮名を付
記，援助対象となる年間所得の目安額等を記載
・外国語の申請案内を作成
・小・中の新１年生には入学前にも制度案内のチラシを配付 ○

東京都 三鷹市 三鷹市教育委員会 学務課学務係
0422-45-1151
（内線3233） gakumu@city.mitaka.tokyo.jp

http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/
001/001152.html ○ ○ ○ ○ ○

・援助対象となる年間所得の目安額等を記載
・広報誌への記載 等 ○ ○

区域外就学者のみ申請書を保護者あてに
郵送



①都道府県 ②市町村名

０ 就学援助制度問い合わせ先（広報用） Ⅰ 平成３０年度就学援助制度の実施について

オ．制度
案内等は
行わず，
各学校で
希望者に
対して申
請書を配

布

カ．制度
案内等は
行わず，
教育委員
会で希望
者に対し
て申請書
を配布

キ．その
他（内容
を２．

（２）に
記入して
くださ
い。）

ク．保
護者向
け説明
会を実
施する
よう各
学校へ
指導

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト
⑤その他
（SNSなど）

１．就学援助制度の周知方法 ２．就学援助制度の申請書の配布方法

キ．教
職員向
け説明
会を実
施

（１）就学援助制度の周知方法（あてはまるもの全てに○）

（２）ケの内容 （３）就学援助制度周知の工夫

（１）就学援助制度の申請書の配付方法（あてはまるもの全てに○）

（２）キの内容

ア．教
育委員
会の
ウェブ
サイト
に制度
を掲載

イ．自
治体の
広報誌
等に制
度を記
載

ウ．就
学案内
の書類
に記載

エ．入
学時に
学校で
就学援
助制度
の書類
を配付

オ．毎
年度の
進級時
に学校
で就学
援助制
度の書
類を配
付

カ．各
学校に
対して
制度を
書面で
周知

ケ．そ
の他
→
（２）

ア．各学
校で制度
案内を配
付後，希
望者に各
学校から
申請書を

配布

イ．各学
校で制度
案内を配
付後，希
望者に教
育委員会
から申請
書を配布
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東京都 青梅市 教育部学務課学務係
0482-22-1111
（内線2363） div7020@city.ome.tokyo.jp

http://www.ome-
tky.ed.jp/s_kanri/syugaku_josei.html ○ ○ ○ ○

東京都 府中市 府中市教育委員会学務保健課 042-335-4436 gakumuhoken02@city.fuchu.tokyo.jp
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/
kyoiku/shogakukin/syugaku.html ○ ○ ○ ○ ○

東京都 昭島市 学校教育部指導課学務係 042-544-5111 gakum@city.akishima.lg.jp http://www.city.akishima.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東京都 調布市 教育委員会学務課 042-481-7473 gakumu@w2.city.chofu.tokyo.jp
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/conte
nts/1176118987493/index.html ○ ○ ○ ○ ○

・毎年度４月上旬に学校を通じて全児童生徒に案内及び申請書を配付
し，転入者には教育委員会または学校において案内及び申請書を配付し
ている。
・案内には，援助対象となる年間の収入・所得の目安額を記載し，外国
語による案内文を記載している。 ○

東京都 町田市 学校教育部 学務課 042-724-2176 gakkou030@city.machida.tokyo.jp

https://kosodate-
machida.tokyo.jp/nenrei/syo_chu/keizaishi
enn/index.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ メール配信サービスを利用

・援助対象となる年間所得の目安額等を記載している。
・学校で行う入学説明会でも、簡易的な就学援助のお知らせを配布して
いる。 ○

申請書の提出が必要な学年（小１・４、
中１）については制度案内・申請書を配
布しており、その他の学年については制
度案内のみ（希望者へは申請書も）学校
より配布している。

東京都 小金井市 教育委員会学校教育部学務課 042-387-9874 k010299@koganei-shi.jp http://www.city.koganei.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市HPに様式を掲載している。

東京都 小平市 教育委員会教育部学務課学事担当 042-346-9570 gakumu@city.kodaira.lg.jp
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/0
43/043611.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小学一年生については、入学時に全員に
申請書を配布。

東京都 日野市 日野市教育委員会庶務課 042-585-1111 ksyomu@city.hino.lg.jp http://www.city.hino.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○
外国語（英語・中国語・韓国語）の申請書及び案内のサンプルを窓口に
置いている。 ○

東京都 東村山市 学務課 042-393-5111
gakumu@m01.city.higashimurayama
.tokyo.

http://153.120.183.135/kosodate/hojo/kyoi
ku/kyouikuhiennjyoseido.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 庁舎内に案内を掲示

４か国語に対応したお知らせを作成し、日本語の分からない方にも理解
していただけるように配慮している。 ○

・各学校で全学年に制度案内を配付し、
新小学１年生には学校で申請書も合わせ
て配付する。
・その他の学年は庁舎窓口にて、通年で
配布している。

東京都 国分寺市 教育部学務課学務係 042-574-4042 gakumu@city.kokubunji.ｌｇ.jp
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi
/1012309/shien/1001214.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・入学説明会時に制度を記載したチ
ラシを配布（新小学１年生向け）。

・７月初旬（認定結果通知発送前）に学校で「就学援助の申請はお済み
ですか」というチラシを配布（申請忘れ防止）。 ○ ○

・私立・区域外等は前年度申請者に教育
委員会から制度案内と申請書を郵送配
布。
・転入者等申請書が配布されていない場
合、希望者に学校・教育委員会・ウェブ
サイトDLにより配布。

東京都 国立市
国立市教育委員会教育総務課学務保
健係

042-576-2111
（内線332） gakumu@city.kunitachi.lg.jp

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodat
e/education4/education6/index.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ SNS（Twitter,LINE） 外国語の周知文を作成 ○ ○

・教育委員会窓口、関係課窓口に申請書
を配置。
・ホームページ上に申請書データをアッ
プロード。

東京都 福生市
福生市教育委員会 教育部 教育支
援課 学務係 042-551-1948 f-shidou@city.fussa.lg.jp

http://www.city.fussa.tokyo.jp/education/e
ducation/jyosei/1001430.html ○ ○ ○ ○ ○

・外国語の申請書を作成している。
・在籍する児童・生徒の保護者全世帯に受給希望調査を実施している。 ○

東京都 狛江市
狛江市教育委員会教育部学校教育課
学務保健係 03-3430-1111 gakuhokkr01@city.komae.lg.jp

http://www.komae.ed.jp/index.cfm/7,642,3
5,html ○ ○ ○ ○ ○

東京都 東大和市
東大和市教育委員会 学校教育部
教育総務課 学務係

042-563-2111
（内線1521） gakyou@city.higashiyamato.lg.jp

https://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.
cfm/33,90204,347,612,html ○ ○ ○ ○ ○ ○

東京都 清瀬市 教育部 教育総務課 学務係 042-497-2539 kyo_soumu@city.kiyose.lg.jp http://www.kiyose.ed.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東京都 東久留米市 教育部学務課 042-470-7779 gakumu@city.higashikurume.lg.jp
http://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/
kyoiku/shogakukin/1001834.html ○ ○ ○ ○

・援助対象となる基準額の目安を記載している。
・転入者には必ず就学援助制度を説明している。 ○

東京都 武蔵村山市 教育部教育総務課 042-565-1111
ky-
gakuji@city.musashimurayama.lg.jp

http://www.city.musashimurayama.lg.jp/ku
rashi/kyouiku/hogosha/1006068.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

・小学校入学のしおりに制度を記載
・転入手続き時に、市民課におい
て、就学援助制度の案内を配布 ○ ○

市ホームページに申請書のPDFを掲載
し、ダウンロードできるようにしている。

東京都 多摩市 教育部学校支援課 042-338-6875 tm721000@city.tama.tokyo.jp ○ ○ ○ ○

東京都 稲城市 教育部 学務課 学務係 042-378-2111 gakumu@city.inagi.lg.jp

http://city.inagi.tokyo.jp/kosodate/gakko_k
yoiku/kyouikuhisiennseido/shuugakuenjyo.
html ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成30年度の案内では、細かい説明は省き、申請時に必要な情報に絞
り、また、平易な表現、見やすいレイアウトに変更した。 ○

東京都 羽村市 生涯学習部学校教育課学務係
042-555-1111
（内線358） s701010@city.hamura.tokyo.jp http://www.city.tokyo.jp/0000000742.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

東京都 あきる野市 教育部 教育総務課 学務係
042-558-2412
（直通）

http://www.city.akiruno.tokyo.jp/00000075
23.html ○ ○ ○ ○ ○

・転入者には就学援助制度を説明している。
・援助対象となる年間総収入の目安額等を記載している。 ○ ○

ウを補完するため、必要な保護者へ教育
委員会窓口で配布



①都道府県 ②市町村名

０ 就学援助制度問い合わせ先（広報用） Ⅰ 平成３０年度就学援助制度の実施について

オ．制度
案内等は
行わず，
各学校で
希望者に
対して申
請書を配

布

カ．制度
案内等は
行わず，
教育委員
会で希望
者に対し
て申請書
を配布

キ．その
他（内容
を２．

（２）に
記入して
くださ
い。）

ク．保
護者向
け説明
会を実
施する
よう各
学校へ
指導

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト
⑤その他
（SNSなど）

１．就学援助制度の周知方法 ２．就学援助制度の申請書の配布方法

キ．教
職員向
け説明
会を実
施

（１）就学援助制度の周知方法（あてはまるもの全てに○）

（２）ケの内容 （３）就学援助制度周知の工夫

（１）就学援助制度の申請書の配付方法（あてはまるもの全てに○）

（２）キの内容

ア．教
育委員
会の
ウェブ
サイト
に制度
を掲載

イ．自
治体の
広報誌
等に制
度を記
載

ウ．就
学案内
の書類
に記載

エ．入
学時に
学校で
就学援
助制度
の書類
を配付

オ．毎
年度の
進級時
に学校
で就学
援助制
度の書
類を配
付

カ．各
学校に
対して
制度を
書面で
周知

ケ．そ
の他
→
（２）

ア．各学
校で制度
案内を配
付後，希
望者に各
学校から
申請書を

配布

イ．各学
校で制度
案内を配
付後，希
望者に教
育委員会
から申請
書を配布

ウ．各学
校で全児
童生徒も
しくは保
護者に申
請書を配

布

エ．教育
委員会で
全児童生
徒もしく
は保護者
に申請書
を配布

東京都 西東京市
西東京市教育委員会教育部教育企画
課学務係 042-438-4071 kyouiku-k@city.nishitokyo.lg.jp

http://www-ap102.dom-
system.nishitokyo.lg.jp/cs/websystem3.htm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

５～６月にかけて就学援助費制度の
周知文を学校で保護者宛に配布 援助対象となる年間収入額の目安額を記載 ○

東京都 瑞穂町 教育部教育課学務係 042-557-6683 kyouiku@town.mizuho.tokyo.jp http://www.town.mizuho.tokyo.jp ○ ○ ○ ○ 援助対象となる年間収入の目安額等を記載 ○

東京都 日の出町 学校教育課指導室
042-597-0511
（内線533） gakkou_k@town.hinode.lg.jp

http://www.town.hinode.tokyo.jp/00000000
92.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

東京都 檜原村 教育課学校教育係 042-598-1011 gakkoukyou@vill.hinohara.tokyo.jp http://www.vill.hinohara.tokyo.jp/ ○ ○ ○ ○

東京都 奥多摩町 教育課 学務係 0428-83-2246
kyoiku-
syomu@town.okutama.tokyo.jp

http://www.town.okutama.tokyo.jp/kurashi
/kyoiku/kyoiku/gakko/shogakukin.html ○ ○ ○ ○

東京都 大島町 教育文化課 給食センター係 04992-2-1600 kyushoku@town.oshima.tokyo.jp ○ ○ ○ ○ ○
東京都 利島村 利島村教育委員会 04992-9-0331 t-kyouiku@toshimamura.org ○ ○ ○ 該当者に配布

東京都 新島村 東京都新島村教育委員会 04992-5-0203 ni-kyoiku@poplar.ocn.ne.jp http://www.niijima.com ○ ○
前年度申請者と児童扶養手当受給者に対
して案内を送付

東京都 神津島村 神津島村教育委員会 04992-8-1222                 kyouiku@vill.kouzushima.tokyo.jp http://vill.kouzushima.tokyo.jp ○ ○ ○ ○ ○

制度の案内を文字放送や村内放送で行
い、希望者に対して教育委員会で申請書
を配布

東京都 三宅村
東京都三宅島三宅村教育委員会 教
育課 学校教育係 04994-5-0952 kyouiku@vill.miyake.lg.jp

https://www.vill.miyake.tokyo.jp/kakuka/ky
ouikuiinkai/syuugaku/enjo.html ○

全児童生徒保護者へ案内の書面を送
付。 ○

東京都 御蔵島村 教育委員会事務局 04994-8-2121 kyouiku@mikurasima.jp http://www.mikurasima.jp/index.html ○

村立小中学校児童生徒全員、給食
費、学用品費、医療費、修学旅行
費、部活動遠征費等全額公費負担が
前提になっている。 ○

村立小中学校児童生徒全員、給食費、学
用品費、医療費、修学旅行費、部活動遠
征費等全額公費負担が前提になってい
る。

東京都 八丈町 教育課 04996-2-7071 kyoiku@town.hachijo.tokyo.jp
http://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/
kyouiku/kyouiku-top.htm ○ ○ ○

東京都 青ヶ島村 青ヶ島村教育委員会 04996-9-0201
aogashima_kyouiku@vill.aogashima.
tokyo.jp ○ 今まで該当なし ○ 今まで該当がなし

東京都 小笠原村 教育課教育係 04998-2-3117 kyoiku@vill.ogasawara.tokyo.jp https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/ ○ ○ ○ ○



該当団体数 62

東京都 千代田区

東京都 中央区

東京都 港区

東京都 新宿区

東京都 文京区

東京都 台東区

東京都 墨田区

東京都 江東区

東京都 品川区

東京都 目黒区

東京都 大田区

東京都 世田谷区

東京都 渋谷区

東京都 中野区

①都道府県 ②市町村名

Ⅲ 就学
援助率

倍 課税所得等の分類 年 月 万円

47 30 27 27 26 35 13 6 24 21 8 4 11 16 43 10 3 0 18 56 56 56 56 56 0 0 22 18 62 62

○ ○ 1.3 総所得（諸控除前） 29 4 337 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 30 4 468

【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額
準要保護の認定基準については、原則的に生活保護の基準額に1.2倍を掛けたもので
あるが、“給食費”の算出についてのみ、特別支援教育就学奨励費の需要額に定める
金額に1.2倍を掛けた金額で計算している。
・生活保護基準【倍率】1.2【課税所得等の分類】総所得【基準額の時期】平成３０
年４月
・特別支援教育就学奨励費【倍率】1.2【課税所得等の分類】総所得【基準額の時
期】平成３０年４月 15%未満 15%未満

○ ○ 1.2 課税所得 25 4 436 （２）倍率について、子どもが３人以上の世帯は1.31倍 20%未満 15%未満

○ ○ ○ 1.2 その他 24 4 437

課税所得等の分類：所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２２条第２項の「総所
得金額」
基準額の時期：第６８次改定生活保護基準

①課税証明書が取得できない場合
②災害・失業等により、学校長が教育上必要と特に認めるととも
に、教育委員会でも援助を要すると認めた場合
上記それぞれの場合に面談を実施し、生活状況の個別調査を行っ
た上で認定を行う。 25%未満 25%未満

○ 1.55 その他 29 4 413 合計所得金額（平成29年1月～平成29年12月） 15%未満 15%未満

○ ○ 1.26 総所得（諸控除前） 24 4 434
第68次生活保護基準を根拠に、給食費と住宅扶助については1.0倍をかけ、基準額を
算出している。 30%未満 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 25 8 340

・基準根拠は、「給与所得控除後の額」または「年間収入金額から必要経費を引い
た額」及びその他の収入    ・基準額の時期は、第６８次生活保護基準を使用
する。 30%未満 30%未満

○ ○ 1.18 総所得（諸控除前） 24 4 430

「課税所得等の分類」は合計所得金額
ひとり親世帯、障害者がいる世帯等 ： 1.45倍で審査
被災者、最多収入者が病気等で長期入院中、最多収入者が会社の倒産等で失業した
場合等 ： 1.6倍で審査
教育扶助のみ平成29年4月時点の基準額で審査を行っている。 25%未満 25%未満

○ ○ 1.25 その他 24 4 435 （２）基準根拠 課税所得等の分類は、合計所得金額（所得控除前の金額）
疾病、失業などにより今年度の所得が著しく減少し困窮している
と認められるもの 25%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ 〇 1.2 総所得（諸控除前） 24 4 439
国民年金保険料が減額されている。災害等を受け学用品等の購入
に不自由している。 10%未満 10%未満

○ ○ 1.2 その他 24 4 419 25%未満 25%未満

○ 1.24 課税所得 30 4 421 当年度の生活保護の基準額を用いている。 15%未満 15%未満

○ ○ 1.2 課税所得 24 4 421
児童養護施設等に入所している児童生徒を、入所を要件に準要保
護として認定している。 25%未満 20%未満

○ ○ ○ 1.15 課税所得 30 4 401
当該年度中に生計中心者の解雇、死亡等により世帯の収入が激減
した者 25%未満 20%未満

Ⅱ 平成３０年度準要保護認定基準

（２）ソ，タ，チを選択した場合 （３）ツに○をし

（４）
（２）（３）の補足

（５） テの内容
（１）平
成29年度

（２）平
成30年度

ソ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額が
変わると
自動的に
要件が変

タ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額を
参照して
額を定め
ているも

（１） 平成３０年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

基準根拠
目安額

（年額）

係数
（倍率）

倍

目安額
（年額）

万円

ウ．市区
町村民税
の減免

エ．国民
年金保険
料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

カ．児童
扶養手当
の支給

キ．保護
者が職業
安定所登
録日雇労
働者

ク．P・
T・A会
費，学級
費等の学
校納付金
の減免が
行なわれ
ている者

ア．生活
保護法に
基づく保
護の停止
または廃
止

イ．市区
町村民税
の非課税

チ．特別
支援教育
就学奨励
費の需要
額測定に
用いる保
護基準
額，又は
同基準額
に一定の
係数を掛

ツ．市区
町村民税
（所得割
又は均等
割）課税
最低限度
額に一定
の係数を
掛けたも
の

テ．その
他（内容
を（５）
に記入し
てくださ
い。）

倍数
（倍率）

ケ．個人
の事業税
の減免

コ．固定
資産税の
減免

サ．学校
納付金の
納付状態
の悪い
者，昼
食，被服
等が悪い
者または
学用品，
通学用品
等に不自

シ．経済
的な理由
による欠
席日数が
多い者

ス．保護
者の職業
が不安定
で，生活
状態が悪
いと認め
られる者

セ．生活
福祉資金
による貸
付け



①都道府県 ②市町村名

東京都 杉並区

東京都 豊島区

東京都 北区

東京都 荒川区

東京都 板橋区

東京都 練馬区

東京都 足立区

東京都 葛飾区

東京都 江戸川区

東京都 八王子市

東京都 立川市

東京都 武蔵野市

東京都 三鷹市

Ⅲ 就学
援助率

倍 課税所得等の分類 年 月 万円

Ⅱ 平成３０年度準要保護認定基準

（２）ソ，タ，チを選択した場合 （３）ツに○をし

（４）
（２）（３）の補足

（５） テの内容
（１）平
成29年度

（２）平
成30年度

ソ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額が
変わると
自動的に
要件が変

タ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額を
参照して
額を定め
ているも

（１） 平成３０年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

基準根拠
目安額

（年額）

係数
（倍率）

倍

目安額
（年額）

万円

ウ．市区
町村民税
の減免

エ．国民
年金保険
料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

カ．児童
扶養手当
の支給

キ．保護
者が職業
安定所登
録日雇労
働者

ク．P・
T・A会
費，学級
費等の学
校納付金
の減免が
行なわれ
ている者

ア．生活
保護法に
基づく保
護の停止
または廃
止

イ．市区
町村民税
の非課税

チ．特別
支援教育
就学奨励
費の需要
額測定に
用いる保
護基準
額，又は
同基準額
に一定の
係数を掛

ツ．市区
町村民税
（所得割
又は均等
割）課税
最低限度
額に一定
の係数を
掛けたも
の

テ．その
他（内容
を（５）
に記入し
てくださ
い。）

倍数
（倍率）

ケ．個人
の事業税
の減免

コ．固定
資産税の
減免

サ．学校
納付金の
納付状態
の悪い
者，昼
食，被服
等が悪い
者または
学用品，
通学用品
等に不自

シ．経済
的な理由
による欠
席日数が
多い者

ス．保護
者の職業
が不安定
で，生活
状態が悪
いと認め
られる者

セ．生活
福祉資金
による貸
付け

○ ○ 〇 1.2 総所得（諸控除前） 29 4 302

〔生活扶助費（第1類＋第2類（冬期加算・母子加算・障害者加算含む。））＋住宅
扶助（知事承認限度額）＋教育扶助（基準額＋特別基準＋前年度通常給食単価×標
準年間給食実施回数）＋期末一時扶助〕×１．２

失業・離婚・災害等で当該年度中の所得額が著しく低下すること
が見込まれ、特に援助を必要とすると認められた場合 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ 1.2 課税所得 24 1 422 20%未満 20%未満

〇 ○ 〇 ○ 1.2 総所得（諸控除前） 29 1 419 25%未満 25%未満

○ ○

・第６８次（24.4.1）改定生活保護基準と同額の1.2倍
・校長が教育上特に援助を必要と認め、保護者からの事情聴取に
基づく具体的な意見を付した意見書を教育委員会に提出し、教育
委員会がその意見を妥当と認めた場合、認定することができる 30%未満 25%未満

○ ○ 1.26 総所得（諸控除前） 24 4 435 30%未満 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 総所得（諸控除前） 29 4 393 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得 24 4 399 35%未満 30%未満

○ ○ ○ ○ 1.2 総所得（諸控除前） 29 4 357

係数（倍率）費目認定基準 ： 1.3倍未満
基準根拠 ： 総所得金額
目安額（年額）費目認定 ： 3,805,895

前年・現年から申請時に至り、主たる生計維持者の失業や長期入
院等による無給、
り災など特別な事情のある方 25%未満 25%未満

○ ○ 1.5 その他 24 4 547 前年収入が生活保護基準の1.5倍以下 25%未満 25%未満

○ ○ 1.25 課税所得 29 4 335

（１） 当該児童生徒の世帯内に次に掲げるいずれかの措置を受
けている者がいる場合、その該当者の所得は、世帯所得には含め
ず判定を行う。
ア 生活保護法に基づく保護の廃止又は停止。
イ 地方税法に基づく市町村民税の非課税・減免。
ウ 国民年金法に基づく国民年金の掛け金の減免。ただし、障害
年金を受給している場合は、申請免除に該当するとみなされる所
得金額以下の場合に限る。
エ 国民健康保険法に基づく保険料の減免。
オ 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給。
（２） 該当児童生徒の属する世帯の主たる所得者の死亡・失業
等の事由により、当該世帯の平成28年度中の所得の合計額が、基
準額以下になる見込であることが客観的に判断できる者。
（３） 当該児童生徒が就学する市立学校の校長から特に援助が
必要な者として報告があった児童生徒で、その報告が妥当である
と客観的に判断できる者。 20%未満 20%未満

○ ○ ○ 1.5 その他 25 4 463 20%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ 1.5 総所得（諸控除前） 28 12 495
疾病や失業その他特別な事情により生活状況が急変し、教育委員
会で援助が必要であると認められた場合 10%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.15 課税所得 29 4 298 平成29年度は第72次改定生活保護基準額を適用している 15%未満 10%未満



①都道府県 ②市町村名

東京都 青梅市

東京都 府中市
東京都 昭島市

東京都 調布市

東京都 町田市

東京都 小金井市

東京都 小平市

東京都 日野市

東京都 東村山市

東京都 国分寺市

東京都 国立市

東京都 福生市

東京都 狛江市

東京都 東大和市
東京都 清瀬市

東京都 東久留米市

東京都 武蔵村山市
東京都 多摩市

東京都 稲城市

東京都 羽村市

東京都 あきる野市

Ⅲ 就学
援助率

倍 課税所得等の分類 年 月 万円

Ⅱ 平成３０年度準要保護認定基準

（２）ソ，タ，チを選択した場合 （３）ツに○をし

（４）
（２）（３）の補足

（５） テの内容
（１）平
成29年度

（２）平
成30年度

ソ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額が
変わると
自動的に
要件が変

タ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額を
参照して
額を定め
ているも

（１） 平成３０年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

基準根拠
目安額

（年額）

係数
（倍率）

倍

目安額
（年額）

万円

ウ．市区
町村民税
の減免

エ．国民
年金保険
料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

カ．児童
扶養手当
の支給

キ．保護
者が職業
安定所登
録日雇労
働者

ク．P・
T・A会
費，学級
費等の学
校納付金
の減免が
行なわれ
ている者

ア．生活
保護法に
基づく保
護の停止
または廃
止

イ．市区
町村民税
の非課税

チ．特別
支援教育
就学奨励
費の需要
額測定に
用いる保
護基準
額，又は
同基準額
に一定の
係数を掛

ツ．市区
町村民税
（所得割
又は均等
割）課税
最低限度
額に一定
の係数を
掛けたも
の

テ．その
他（内容
を（５）
に記入し
てくださ
い。）

倍数
（倍率）

ケ．個人
の事業税
の減免

コ．固定
資産税の
減免

サ．学校
納付金の
納付状態
の悪い
者，昼
食，被服
等が悪い
者または
学用品，
通学用品
等に不自

シ．経済
的な理由
による欠
席日数が
多い者

ス．保護
者の職業
が不安定
で，生活
状態が悪
いと認め
られる者

セ．生活
福祉資金
による貸
付け

○ 〇 ○ 1 課税所得 24 4 269 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 その他 25 8 425
給与収入（税引き前）
生活保護の基準額は平成25年8月の第69次を使用している。 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ 〇 ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 1.64 その他 24 4 482 総収入 第68次生活保護基準額表を使用 前年度又は今年度生活保護が停止又は廃止になったため 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得 25 4 309 15%未満 15%未満

○ ○ 1.1 課税所得 25 4 370 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 総所得（諸控除前） 24 4 472 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 その他 25 4 304 合計所得
福祉事務所長または民生委員の意見により就学援助が必要と認め
られるもの 15%未満 15%未満

○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 25 4 361 平成25年度4月1日時点を基準としている。 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 1.4 総所得（諸控除前） 29 4 445 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 総所得（諸控除前） 25 4 335
学校長，福祉事務所長又は民生委員の意見に基づき，市長が特に
必要と認める者 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 29 4 368 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ 1 総所得（諸控除前） 29 4 332 25%未満 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得 24 4 300

・災害及び家庭環境の変化により現在の所得状況が前年度を大き
く下回り、生活状況が著しく悪化したと認められる場合で特に教
育長が認められる者。ただし、客観的な証明があるものに限
る。・その他、教育長が特に必要と認めるもの。 15%未満 10%未満

○ 〇 〇 〇 〇 ○ ○ 〇 〇 〇 〇 ○ 1.45 その他 29 3 431
（２）「基準根拠」課税所得等の分類～総収入（税引き前）
   「目安額（年額）」～住宅扶助なし 15%未満 15%未満

○ 1.5 総所得（諸控除前） 24 4 480 25%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 1.4 その他 24 4 389 基準根拠（課税所得等の分類）：給与収入（税引き前） 15%未満 15%未満

○ 1.1 課税所得 29 4 272 20%未満 20%未満
○ 1.4 総所得（諸控除前） 24 4 388 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 1.7 総所得（諸控除前） 29 4 402 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 24 4 264 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5

特別支援教育就学奨励費
の需要額測定に用いる保
護基準額 24 12 392

福祉事務所長、学校長又は民生委員の意見により教育委員会が特
に認めるもの 15%未満 15%未満



①都道府県 ②市町村名

東京都 西東京市

東京都 瑞穂町

東京都 日の出町

東京都 檜原村

東京都 奥多摩町
東京都 大島町
東京都 利島村

東京都 新島村

東京都 神津島村

東京都 三宅村

東京都 御蔵島村

東京都 八丈町

東京都 青ヶ島村
東京都 小笠原村

Ⅲ 就学
援助率

倍 課税所得等の分類 年 月 万円

Ⅱ 平成３０年度準要保護認定基準

（２）ソ，タ，チを選択した場合 （３）ツに○をし

（４）
（２）（３）の補足

（５） テの内容
（１）平
成29年度

（２）平
成30年度

ソ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額が
変わると
自動的に
要件が変

タ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額を
参照して
額を定め
ているも

（１） 平成３０年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

基準根拠
目安額

（年額）

係数
（倍率）

倍

目安額
（年額）

万円

ウ．市区
町村民税
の減免

エ．国民
年金保険
料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

カ．児童
扶養手当
の支給

キ．保護
者が職業
安定所登
録日雇労
働者

ク．P・
T・A会
費，学級
費等の学
校納付金
の減免が
行なわれ
ている者

ア．生活
保護法に
基づく保
護の停止
または廃
止

イ．市区
町村民税
の非課税

チ．特別
支援教育
就学奨励
費の需要
額測定に
用いる保
護基準
額，又は
同基準額
に一定の
係数を掛

ツ．市区
町村民税
（所得割
又は均等
割）課税
最低限度
額に一定
の係数を
掛けたも
の

テ．その
他（内容
を（５）
に記入し
てくださ
い。）

倍数
（倍率）

ケ．個人
の事業税
の減免

コ．固定
資産税の
減免

サ．学校
納付金の
納付状態
の悪い
者，昼
食，被服
等が悪い
者または
学用品，
通学用品
等に不自

シ．経済
的な理由
による欠
席日数が
多い者

ス．保護
者の職業
が不安定
で，生活
状態が悪
いと認め
られる者

セ．生活
福祉資金
による貸
付け

○ ○ ○ ○ 1.5 その他 29 4 432

基準根拠は前年の１月から12月までの収入額とする。準要保護者の認定審査に用い
る需要額とは、(ｱ)から(ｹ)までの合計額とする。(ｱ) 生活扶助第１類基準額(ｲ) 生活扶
助第２類基準額(ｳ) 期末一時扶助の額に12分の１を乗じて得た額（１円未満切り上
げ）(ｴ) 冬季加算の額に12分の５を乗じて得た額（１円未満切り上げ）(ｵ) 教育扶助
基準額及び同特別基準の額(ｶ) 家賃の実支払額。ただし、住宅扶助の特別基準額を上
限とする。(ｷ) 勤労収入にあっては、基礎控除額(ｸ) 母子加算の居宅の額
(ｹ) 児童については市立小学校当該学年の前年度の学校給食費年額を12で除した額と
生徒については市立中学校の前年度の学校給食費年額を12で除した額の合計額（１
円未満切り上げ） 15%未満 15%未満

○ 1.5 その他 30 3 335 課税収入 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 その他 25 4 375 根拠基準（課税所得等の分類）…給与収入 10%未満 10%未満

○ 1.4

特別支援教育就学奨励費
の需要額測定に用いる保
護基準額 24 12 319 5%未満 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 総所得（諸控除前） 24 4 303 10%未満 15%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得 30 4 218 15%未満 15%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ 0.9 課税所得 29 4 226 特別の事情により、現年度において生活の困窮をきたしている者 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ 生活状況等の総合的な判断。 20%未満 15%未満

○
村立小中学校児童生徒全員、給食費、学用品費、医療費、修学旅
行費、部活動遠征費等全額公費負担が前提になっている。 0% 0%

○ 1 総所得（諸控除前） 30 4 209 20%未満 15%未満

〇 〇 0% 0%
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.4 総所得（諸控除前） 24 12 240 10%未満 10%未満



該当団体数 62

東京都 千代田区

東京都 中央区

東京都 港区

東京都 新宿区

東京都 文京区

東京都 台東区

東京都 墨田区

東京都 江東区

東京都 品川区

東京都 目黒区

東京都 大田区

東京都 世田谷区

東京都 渋谷区

東京都 中野区

①都道府県 ②市町村名

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

1 1 0 3 3 3 57 57 1 0 0 0 2 2 2 58 58 1 32 32 0 1 1 1 0 0 2 20 21 1 4 4 4 3 3 4 44

○ 23,760 ○ 40,600 平成30年度予算単価を記入している。

○ 15,690 ○ 43,890 ○ 16488 ○ 0 通学費・修学旅行費は平成29年度実績の支給平均額を記入。

○ 15,690 ○ 47,380

○ 18,840 ○ 40,600 ○ 25000

・「学用品費」及び「通学用品費」について、当区においては「学用
品通学用品費」という費目にて実施している。
・ 1年生の「学用品通学用品費」は定額15,600円、2～6年生は定額
18,840円。
・実費費目については、一人当たりの30年度予算単価を記入(給食費に
ついては一人当たりの平均年額)

○ 18,880 ○ 40,600 ○ 35788

・支給平均額は、平成30年度予算に計上した単価である。
・「学用品費」と「通学用品費」はまとめて「学習支援費」として支
給しており、1年生は年間15,690円、2～6年生は年間18,880円を支給
する。

○ 17,974 ○ 20,100 ○ 19492 ○ 33,310 26,530

・学用品費 1年 15,224円（1,384円×11月）、2～6年17,974円
（1,634円×11月）
※29年度実績額により記入
・通学費 「通学交通費」として特別支援学級在籍者及び通級者に支
給

○ 18,880 ○ 23,890 学用品費等：1年15,690円、２～６年18,880円

○ 18,880 ○ 23,890 学用品費 1年生15,690円 2～6年生18,880円

○ 18,900 ○ 40,600 ○ 5232

・学用品費は学年毎に支給額が異なる 1年…15,696円、2～6年…
18,890円
・通学費の支給平均額は29年度実績 （特別支援学級通学者対象）
・医療費は医療券発行
・校外活動費は学年ごとに支給額が異なる 1年…950円、2年…1,050
円、3年…1,400円、4年…2,500円、5年…2,900円、6年…3,100円
・学校給食費は学年毎に支給額が異なる 1～2年…＠240/食、3～4年
…＠260/食、5～6年…＠280/食

○ 15,690 ○ 23,890 ○ 1,350
・新入学児童生徒学用品費等：47,380円（平成30年4月～）
・支給平均額：平成29年度実績から算出

○ 18,880 ○ 23,890 ○ 28550
・「支給平均額」欄は30年度予算に計上した単価を使用。
・学用品費は1年 15,690円、その他の学年 18,880円。

○ 18,660 ○ 40,600
学用品費…学年によって異なる（通学用品費含む）1年 15,660円 2～6
年 18,660円

○ 15,690 ○ 47,380 ○ 13449
1年は学用品費のみを支給（15,690円）し、2～6年は通学用品費
（3,190円）と合わせ支給（18,880円）。

○ 15,690 ○ 40,600 ○ 2295
・支給平均額は29年度実績
・上限の金額は１回毎

Ⅳ 平成３０年度準要保護就学援助額

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

学用品費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）



①都道府県 ②市町村名

東京都 杉並区

東京都 豊島区

東京都 北区

東京都 荒川区

東京都 板橋区

東京都 練馬区

東京都 足立区

東京都 葛飾区

東京都 江戸川区

東京都 八王子市

東京都 立川市

東京都 武蔵野市

東京都 三鷹市

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

Ⅳ 平成３０年度準要保護就学援助額

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

学用品費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 10,906 ○ 20,700 ○ 12874 ○ 3,170

○ 18,840 ○ 40,600 ○ 10000 ≪学用品費≫該当学年：6年

○ 18,880 ○ 23,890 ○ 5943 学用品費⇒2年～6年（約85％）

○ 18,888 ○ 40,600 ○ 13984 「支給平均額」欄については、29年度の実績額により記入

○ 14,760 ○ 23,870 ○ 3500 ○ 13,500 13,500 支給平均額は30年度予算額

○ 15,690 ○ 23,890 ○
修学旅行費は、移動教室費という名称を使用しており、金額は支度金
雑費4,120円および施設賄料１泊につき1,900円を支給している。

○ 19,120 ○ 40,600 ○ 13400

・通学用品費・クラブ活動費は学用品費に含めて支給している。
・通学費の支給平均額は３０年度予算。
・学用品費：4年生（18.7%）

○ 18,660 ○ 22,800 ○ 16321 ○ 5,660

・学用品費 一定額 1年15,400円、2･3年18,450円、4～6年18,660円
・修学旅行費 一定額 6年5,660円、特別支援学級4,650円
・支給平均額については、平成29年度実績より記入

○ 18,320 ○ 40,600 ○ 14000 ○

・通学用品費は学用品費に含む
・支給平均額は平成29年度実績額（通学費のみ平成30年度予算単価
額）
・修学旅行費は、交通費は実費、食事代は3,700円まで、見学代等は
1,500円まで、写真代500円まで、その他300円までの上限あり。（上
記は2泊3日の場合。3泊4日の場合、食事代は5,550円まで、見学代等
は1,700円まで、その他400円までの上限）

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 40000 ○ 31,000 支給平均額欄は30年度予算単価を使用

○ 13,750 ○ 40,600 ○ 29,907
学用品費・通学用品費として支給しているため、金額は学用品費を参
照。

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 20000 ○ 12,000 学用品費補足⇒1年生：11,420円 2～6年生：13,650円

○ 11,420 ○ 40,600



①都道府県 ②市町村名

東京都 青梅市

東京都 府中市
東京都 昭島市

東京都 調布市

東京都 町田市

東京都 小金井市

東京都 小平市

東京都 日野市

東京都 東村山市

東京都 国分寺市

東京都 国立市

東京都 福生市

東京都 狛江市

東京都 東大和市
東京都 清瀬市

東京都 東久留米市

東京都 武蔵村山市
東京都 多摩市

東京都 稲城市

東京都 羽村市

東京都 あきる野市

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

Ⅳ 平成３０年度準要保護就学援助額

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

学用品費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 19487
・支給平均額は29年度実績。（支給額÷支給生徒数）
・学用品費：１年生11,420円（13%） 2～6年生13,650円（87%）

○ 14,784 13,413 ○ 40,600 ○ 19,100 0 ○ 24,168 支給平均額は平成29年度実績
○ 11,420 ○ 40,600 ○ 15750 ○ 29,222

○ 11,420 ○ 43,600 ○ 28380 通学費は平成29年度実績

○ 13,680 ○ 40,600 ○ 25800 ○

・支給平均額は30年度予算に計上した単価。
・小1の学用品費は11,460円、小2～小6は13,680円。
・通学用品費：学用品費に含んで支給されている。
・修学旅行費：町田市立の小学校は夏季休業中に当該行事が実施され
るため、対象ではあるが、校外活動費（宿泊を伴うもの）として計上
されている。

○ 13,650 ○ 40,600

・通学用品費は学用品費と合わせて支給。１年生は11,420円、その他
の学年は13,650円（学用品費欄金額はその他学年の額を記入してい
る。）
・実費支給の費目については、平成30年度予算の計上単価を記載して
いる。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 7000

・支給平均額は平成29年度実施額より算定
・学用品費 １年生9,190円 2～6年生11,420円 割合はおよそ 1：
6.2

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 29,000 支給平均額は平成30年度予算単価

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 5636 ○ 27,576 支給平均額は予算計上額

○ 13,650 ○ 40,600 〇 0

・学用品費：小学校１年は11,420円。
・通学用品費：学用品費・通学用品費をあわせて一定額（上記学用品
費の金額）を支給。
・通学費：費目はあるが支給実績なし。原則実費で支給するが、区域
外就学の場合は除外。

○ 12,990 ○ 40,600 ○ 26,000 26,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 23,570

〇 11,420 ○ 40,600 ○ 46200

・支給平均額は平成30年度予算ベースで算出した。
・「学用品費及び通学用品費」という名目で11,420円を支給してい
る。

○ 12,990 ○ 40,600 ○ 1000 ○ 28,062
〇 15,220 〇 40,600 ○ 8091.091 ○ 12,000 12,000 学用品費は1年生12,990円。2年～6年生15,220円。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21000 通学費・修学旅行費→30年度予算に計上した単価

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 0 ○ 28,409

・支給平均額は、平成２９年度の実績額を支給人数で割った額とす
る。
・通学費は、支給対象児童がいないため、０円とした。
・学用品費には、通学用品費を含む。
※学用品費について、４月認定者の場合➡小学校１年生：年額11,420
円、小学校２～６年生：年額13,650円
※学用品費について、５月認定以降の者への支給は、年額ではなく、
認定月により金額が異なる

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 7,260

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 37,500

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 25,150

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 25,613
・修学旅行費：平成29年度実績に基づく平均支給額を記入
・通学費：平成29年度実績なし



①都道府県 ②市町村名

東京都 西東京市

東京都 瑞穂町

東京都 日の出町

東京都 檜原村

東京都 奥多摩町
東京都 大島町
東京都 利島村

東京都 新島村

東京都 神津島村

東京都 三宅村

東京都 御蔵島村

東京都 八丈町

東京都 青ヶ島村
東京都 小笠原村

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

Ⅳ 平成３０年度準要保護就学援助額

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

学用品費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 0 ○ 5,300

・「通学用品費」について 学用品・通学用品費という費目で内包し
ている。１年生：11,420円 ２～６年生：13,650円
・「通学費」について 特別支援学級・特別支援教室に通学している
ものが対象なので、就学奨励費で対応するケースが多いため実績0円。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 30,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 通学費…通学定期代

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 0 ○ 0
新入学児童生徒学用品費及び修学旅行費については平成３０年度見込
みなし。

○ 11,420 ○ 40,600
○ 11,420 ○ 40,600 ○ 25,000

○ 11,420 3,647 ○ 40,600 0 新入学児童生徒学用品費等：支給実績なし

○ 11,420 ○ 40,600

○ 10,000 ○ 20,000

○ 5,550 ○ 9,950
学用品費等：小学校1・2年生＝4,000円、小学校3・4年生＝4,300円、
小学校5・6年生＝4,500円

○ ○ ○ ○ 村立小中学校児童生徒については全額公費負担が前提になっている。

○ 11,420 ○ 40,600

○ 0
○ 11,100 ○ 19,900 ○ 5,000

421,907 18



該当団体数 62

東京都 千代田区

東京都 中央区

東京都 港区

東京都 新宿区

東京都 文京区

東京都 台東区

東京都 墨田区

東京都 江東区

東京都 品川区

東京都 目黒区

東京都 大田区

東京都 世田谷区

東京都 渋谷区

東京都 中野区

①都道府県 ②市町村名

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

0 0 0 3 3 3 57 57 1 0 0 0 2 2 2 58 58 1 32 32 0 1 1 1 0 0 2 34 35 1 13 13 13 5 5 4 42

○ 40,080 ○ 47,400 ○

・平成30年度予算単価を記入している。
・修学旅行費は、上限を9万円として実費支給。ただし旅行先が海外の
場合の上限は、実費の半額と9万円のどちらか高い方とする。

○ 30,450 ○ 76,860 ○ 19334 ○ 30592
通学費・修学旅行費については、平成28年度実績の平均支給額で記
入。

○ 30,450 ○ 54,070 ○ 65000

○ 34,320 ○ 47,400 ○ 50000 ○ 65800

・「学用品費」及び「通学用品費」について、当区においては、「学
用品通学用品費」という費目にて実施している。
・1年生の「学用品通学用品費」は定額30,360円、2～3年生は定額
34,320円
・実費費目については一人当たりの平成30年度予算単価を記入
・準要保護認定者の「修学旅行費」については、支度金8,500円を加算
する。

○ 46,410 ○ 47,400 ○ 31429 ○

・平均支給額は平成３０年度予算に計上した単価である。
・「学用品費」と「通学用品費」と「クラブ活動費」はまとめて「学
習支援費」として支給しており、1年生は年間42,450円、2～3年生は年
間46,410円を支給する。
・修学旅行費については、30年度より2年生に65,000円を事前支給する
が、制度改正年度のため3年生には実費の事後支給を行う。

○ 31,790 ○ 23,300 ○ 35952 ○ 67018

・学用品費 1年：28,050円（2,550円×11月）、2・3年：31,790円
（2,890円×11月）
※29年度実績により記入
・通学費 「通学交通費」として特別支援学級在籍者及び通級者に支給

○ 34,410 ○ 26,860 ○ 69750 69750 学用品費：１年30,450円、２～３年34,410円

○ 34,410 ○ 26,860 ○ 67550 67550 学用品費 中学校1年生30,450円 中学校2～3年生34,410円

○ 34,416 ○ 47,400 ○ 15191 ○ 60000

・学用品費は学年毎に支給額が異なる 1年…30,456円、2～3年…
34,416円
・体育実技用具費の上限は、柔道…7,300円、剣道…50,000円
・通学費の支給平均額は29年度実績（特別支援学級通学者対象）
・医療費は医療券発行
・校外活動費は学年ごとに支給額が異なる 1年…2,500円、2年…
3,000円、3年…4,000円

○ 30,450 ○ 26,860 ○ 80000 71217

・新入学児童生徒学用品費等：単価引き上げ予定あり
・修学旅行費：3年参加者、別途、支度金8,500円、班別行動費900円
（該当校のみ）
・支給平均額：平成29年度実績から算出

○ 34,410 ○ 26,860 ○ 31600 ○ 62000 62000
・「支給平均額」欄は30年度予算に計上した単価を使用。
・学用品費は1年 30,450円、2-3年 34,410円。

○ 33,830 ○ 47,400 ○ 68760
学用品費…学年によって異なる（通学用品費含む） 1年 30,080円 2・3
年 33,830円

○ 30,450 ○ 54,070 ○ 47702 ○ 64827
1年は学用品費のみを支給（30,450円）し、2～3年は通学用品費
（3,690円）と合わせ支給（34,410円）。

○ 30,450 ○ 47,400 ○ 14123 ○ 65000 63640
・支給平均額は29年度実績
・上限の金額は１回毎

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

修学旅行費



①都道府県 ②市町村名

東京都 杉並区

東京都 豊島区

東京都 北区

東京都 荒川区

東京都 板橋区

東京都 練馬区

東京都 足立区

東京都 葛飾区

東京都 江戸川区

東京都 八王子市

東京都 立川市

東京都 武蔵野市

東京都 三鷹市

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

修学旅行費

○ 34,410 ○ 22,900 ○ 20265 ○ 30184

○ 34,320 ○ 47,400 ○ 80000 ○ 60000 60000 ≪学用品費≫該当学年：3年

○ 34,410 ○ 26,860 ○ 24973 ○ 61000 60465 学用品費⇒2年～3年（約77％）

○ 34,416 ○ 47,400 ○ 8677 ○ 73520 68213 「支給平均額」欄については、29年度の実績額により記入

○ 29,520 ○ 26,860 ○ 9800 ○ 61000 61000 支給平均額は30年度予算額

○ 30,450 ○ 26,860 ○ 70453

○ 35,640 ○ 47,400 ○ 41800 ○ 57590

・通学用品費・クラブ活動費は学用品費に含めて支給している。
・通学費の支給平均額は３０年度予算。
・学用品費：3年生（35.6%）

○ 34,300 ○ 26,300 ○ 28650 ○ 60000
・学用品費 一定額 1年30,400円、2･3年34,300円
・支給平均額については、平成29年度実績より記入

○ 33,270 ○ 47,400 ○ 37000 ○ 56000 56000 支給平均額は平成29年度実績額（通学費のみ平成30年度予算単価額）

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 40000 ○ 63000 支給平均額欄は30年度予算単価を使用

○ 24,640 ○ 47,400 ○ 65000
学用品費・通学用品費として支給しているため、金額は学用品費を参
照。

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 30000 ○ 60000 学用品費補足⇒1年生：22,320円、2-3年生：24,550円

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 65830



①都道府県 ②市町村名

東京都 青梅市

東京都 府中市
東京都 昭島市

東京都 調布市

東京都 町田市

東京都 小金井市

東京都 小平市

東京都 日野市

東京都 東村山市

東京都 国分寺市

東京都 国立市

東京都 福生市

東京都 狛江市

東京都 東大和市
東京都 清瀬市

東京都 東久留米市

東京都 武蔵村山市
東京都 多摩市

東京都 稲城市

東京都 羽村市

東京都 あきる野市

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

修学旅行費

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 43565 ○ 64180
・支給平均額は29年度実績。（支給額÷支給生徒数）
・学用品費：1年生22,320円（34%) 2・3年生24,550円(66%)

○ 26,052 24,080 ○ 47,400 ○ 38600 0 ○ 70100 支給平均額は平成29年度実績
○ 22,320 ○ 47,400 ○ 72470 ○ 61803

○ 22,320 ○ 50,900 ○ 80960 ○ 67268 通学費，修学旅行費は平成29年度実績

○ 24,600 ○ 47,400 ○ 54500 ○ 49100

・支給平均額は30年度予算に計上した単価。
・中1の学用品費は22,320円、中2・3は24,600円。
・通学用品費：学用品費に含んで支給されている。

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 65788

・通学用品費は学用品費と合わせて支給。1年生は22,320円、その他学
年は24,550円（学用品費欄金額はその他学年の額を記入している）。
・実費支給の費目については、平成30年度予算に計上した単価を記載
している。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 26468 ○ 70000 64250
・支給平均額は平成29年度実施額より算定
・学用品費 １年生20,090円 2～3年生22,320円 割合は1：2.2

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57000 支給平均額は平成30年度予算単価

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 32740 ○ 61757 ・支給平均額は予算計上額

○ 13,650 ○ 47,400 〇 0 ○ 60000

・学用品費：中学校1年は22,320円。
・通学用品費：学用品費・通学用品費をあわせて一定額（上記学用品
費の金額）を支給。
・通学費：費目はあるが支給実績なし。原則実費で支給するが、区域
外就学の場合は除外。

○ 12,990 ○ 47,400 ○ 62000 62000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 51187

〇 22,320 ○ 47,400 ○ 88200 ○ 51000

・支給平均額は平成30年度予算ベースで算出した。
・「学用品費及び通学用品費」という名目で22,320円を支給してい
る。

○ 24,590 ○ 47,400 ○ 1000 ○ 56702
〇 26,820 ○ 47,400 〇 17794 ○ 55000 55000 学用品費1年生24,590円。2～3年生26820円。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 42000 ○ 65000 通学費・修学旅行費→30年度予算に計上した単価

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 0 ○ 53791

・支給平均額は、平成29年度の実績額を支給人数で割った額とする
・通学費は、支給対象生徒がいないため、０円とした。
・学用品費には、通学用品費を含む。
※学用品費について、４月認定者の場合➡中学校１年生：年額22,320
円、中学校２・３年生：年額24,550円
※学用品費について、５月認定以降の者への支給は、年額ではなく、
認定月により金額が異なる

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 47000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 61945

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 44492

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 51854

・通学用品費：中学校1年生は支給なし
・修学旅行費、医療費：平成２９年度実績に基づく平均支給額を記入
・通学費：平成29年度実績なし



①都道府県 ②市町村名

東京都 西東京市

東京都 瑞穂町

東京都 日の出町

東京都 檜原村

東京都 奥多摩町
東京都 大島町
東京都 利島村

東京都 新島村

東京都 神津島村

東京都 三宅村

東京都 御蔵島村

東京都 八丈町

東京都 青ヶ島村
東京都 小笠原村

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

修学旅行費

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 0 ○ 63000

・「通学用品費」について 学用品・通学用品費という費目で内包して
いる。１年生：22,320円 ２～３年生：24,550円
・「通学費」について 特別支援学級・特別支援教室に通学しているも
のが対象なので、就学奨励費で対応するケースが多いため実績0円。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 53000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ ○
・修学旅行費…私費負担分についてのみ支給
・通学費…通学定期代

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 0 修学旅行費については平成３０年度見込みなし。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 40000
○ 22,320 ○ 47,400 ○ 55293

○ 22,320 0 ○ 47,400 0 学用品費等及び新入学児童生徒学用品費：支給実績なし

○ 22,320 ○ 47,400

○ 20,000 ○ 40,000

○ 10,850 ○ 11,450

○ ○ ○ ○ 村立小中学校児童生徒については全額公費負担が前提になっている。

○ 22,320 ○ 47,400

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 40000

1898964 33



該当団体数 62

東京都 千代田区

東京都 中央区

東京都 港区

東京都 新宿区

東京都 文京区

東京都 台東区

東京都 墨田区

東京都 江東区

東京都 品川区

東京都 目黒区

東京都 大田区

東京都 世田谷区

東京都 渋谷区

東京都 中野区

①都道府県 ②市町村名

Ⅵ 自由記述欄

4 2 11 1 3 3 46 0 10 0 2 0 0 3 12 0 5 3 1 9 1 4

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
・就学援助とは別に、認定基準を就学援助より緩和した「学校給
食費補助」という区独自の補助金を設けている。

・就学援助の他に、認定基準を就学援助よりも緩和した「学校給食費補助」という区独自の
補助金を設けており、申請のあったひとり親もしくは特別支援学級在籍児童生徒のいる家庭
を対象に、給食費の援助をしている。
・経済的な理由により塾に通えない小・中学生を対象に、学力の定着と学力の向上を目的と
した学習支援事業を実施している。
・児童扶養手当・就学援助のいずれかを受給している準要保護世帯を対象に、無料で自宅に
食品を届ける宅食事業を行っている。
・就学援助を受給かつ中2.3生徒がいる準要保護世帯を対象に、学校外学習にかかる費用を
助成している。

○

○

○

○

○

○ ○

○

○
ウ．学用品等（中古品を含む）の無償給与
・標準服のリサイクル

・新入学学用品費の支給単価増（29年度 小：23,890円 中：26,860円→30年度 小：
47,380円 中：54,070円）。
・新中学校1年生については、平成30年度入学者より、支給時期の前倒し（7月→3月）を実
施している。
・新小学校1年生の支給時期の前倒しについては、検討中である。

○

Ⅴ その他

１．学校における保護者負担軽減に向けた取組の状況 ２．教育委員会における保護者負担軽減に向けた取組の状況
（１）教育委員会が把握している学校の取組（あてはまるものすべてに○）

（２）クの内容及び補足説明

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に対する貴市町村の取組・
対応について，これまでの回答への補足（１） 教育委員会における取組（あてはまるもの全てに○）

（２）コの内容及び補足説明
（３）その他学校や教育委員会以

外での取組

ウ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

エ．低廉
な学用品
等の使用

オ．使用
する学用
品等の精
選

カ．使用
する学用
品等の入
札・合見
積等の実
施

キ．把握
していな
い

ク．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

イ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

キ．学用
品費等の
購入費用
の貸付

ク．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，学用
品等の取
扱いに関
する通知
やマニュ
アルを提

ケ．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，他校
の取組状
況等を情
報提供

コ．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．自治
体内で学
用品等の
仕様の統
一

イ．自治
体内で学
用品等の
一括契
約・購入

ウ．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

エ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

オ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

カ．就学
援助とは
別に，学
用品費等
の一部助
成



①都道府県 ②市町村名

東京都 杉並区

東京都 豊島区

東京都 北区

東京都 荒川区

東京都 板橋区

東京都 練馬区

東京都 足立区

東京都 葛飾区

東京都 江戸川区

東京都 八王子市

東京都 立川市

東京都 武蔵野市

東京都 三鷹市

Ⅵ 自由記述欄Ⅴ その他

１．学校における保護者負担軽減に向けた取組の状況 ２．教育委員会における保護者負担軽減に向けた取組の状況
（１）教育委員会が把握している学校の取組（あてはまるものすべてに○）

（２）クの内容及び補足説明

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に対する貴市町村の取組・
対応について，これまでの回答への補足（１） 教育委員会における取組（あてはまるもの全てに○）

（２）コの内容及び補足説明
（３）その他学校や教育委員会以

外での取組

ウ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

エ．低廉
な学用品
等の使用

オ．使用
する学用
品等の精
選

カ．使用
する学用
品等の入
札・合見
積等の実
施

キ．把握
していな
い

ク．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

イ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

キ．学用
品費等の
購入費用
の貸付

ク．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，学用
品等の取
扱いに関
する通知
やマニュ
アルを提

ケ．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，他校
の取組状
況等を情
報提供

コ．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．自治
体内で学
用品等の
仕様の統
一

イ．自治
体内で学
用品等の
一括契
約・購入

ウ．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

エ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

オ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

カ．就学
援助とは
別に，学
用品費等
の一部助
成

○ ○

カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
・ 区立小学校及び特別支援学校(小学部)の教材費を公費負担。
・ドリルやワークテスト、実験キットなどは、公費により学校で
購入。
・ 移動教室における施設入場料及び体験学習に係る費用、校外
学習における施設入場料に係る費用を公費負担。
・ 区立中学校及び特別支援学校(中学部)においては、中学校生
活の集大成として最大の学校行事である修学旅行について、費用
のうち30,000円を上限として公費負担する。
・特別支援学級連合スキー移動教室のインストラクター費用につ
いて、通常学級菅平移動教室のインストラクター費用と同程度の
保護者負担となるよう、一部を公費負担。

杉並区では、平成26年度から義務教育にかかる保護者の経済的負担軽減を図るため、所得
水準に関わりなく以下の区独自施策を実施している

●小学校及び特別支援学校(小学部)は「教材費・移動教室施設入場料等」が対象
○ 区立小学校及び特別支援学校(小学部)の教材費を公費負担します。ドリルやワークテス
ト、実験キットなどは、公費により学校で購入する。
○ 給食費や各家庭で用意してもらっていた被服費・個人持ち楽器（鍵盤ハーモニカ・リ
コーダ）・習字用具・水彩セット・裁縫セットなどについてはこれまでどおりの保護者負担
となる。
○ 移動教室における施設入場料及び体験学習に係る費用、校外学習における施設入場料に
係る費用を公費負担する。
○ これにより、全学年平均で約8,８00円の負担軽減となる。

●中学校及び特別支援学校(中学部)は「修学旅行等の経費」の一部を補助
○ 区立中学校及び特別支援学校(中学部)においては、中学校生活の集大成として最大の学校
行事である修学旅行について、費用のうち30,000円を上限として公費負担する。
○ 特別支援学級連合スキー移動教室のインストラクター費用について、通常学級菅平移動
教室のインストラクター費用と同程度の保護者負担となるよう、一部を公費負担する。

○ ○

○

○
ア．学用品等の中古品を安価で販売（バザー等）
・一部の学校で実施

○

○

○

○ ○

カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
・年1回、小学校6年生に対する漢字検定・数学検定、及び中学2
年生に対する英語検定の検定料の助成

○

○
ウ．学用品等（中古品を含む）の無償給与
・中学校制服のリユースなど ○

〇 ○ ○

○

○
ウ．学用品等（中古品を含む）の無償給与
・希望する生徒への制服のリサイクル



①都道府県 ②市町村名

東京都 青梅市

東京都 府中市
東京都 昭島市

東京都 調布市

東京都 町田市

東京都 小金井市

東京都 小平市

東京都 日野市

東京都 東村山市

東京都 国分寺市

東京都 国立市

東京都 福生市

東京都 狛江市

東京都 東大和市
東京都 清瀬市

東京都 東久留米市

東京都 武蔵村山市
東京都 多摩市

東京都 稲城市

東京都 羽村市

東京都 あきる野市

Ⅵ 自由記述欄Ⅴ その他

１．学校における保護者負担軽減に向けた取組の状況 ２．教育委員会における保護者負担軽減に向けた取組の状況
（１）教育委員会が把握している学校の取組（あてはまるものすべてに○）

（２）クの内容及び補足説明

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に対する貴市町村の取組・
対応について，これまでの回答への補足（１） 教育委員会における取組（あてはまるもの全てに○）

（２）コの内容及び補足説明
（３）その他学校や教育委員会以

外での取組

ウ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

エ．低廉
な学用品
等の使用

オ．使用
する学用
品等の精
選

カ．使用
する学用
品等の入
札・合見
積等の実
施

キ．把握
していな
い

ク．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

イ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

キ．学用
品費等の
購入費用
の貸付

ク．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，学用
品等の取
扱いに関
する通知
やマニュ
アルを提

ケ．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，他校
の取組状
況等を情
報提供

コ．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．自治
体内で学
用品等の
仕様の統
一

イ．自治
体内で学
用品等の
一括契
約・購入

ウ．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

エ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

オ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

カ．就学
援助とは
別に，学
用品費等
の一部助
成

○ ○

○ ○
カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
・就学援助を受けている世帯に対して、学童費を助成している。

○

○ ○

○

○
ウ．学用品等（中古品を含む）の無償給与
・PTAが、使用済みの制服を希望者に無償給与している。

○ ○ ○ ○

○
ウ．学用品等（中古品を含む）の無償給与
・PTAによる制服のリサイクル

「Ⅳ 平成３０年度準要保護就学援助額」ー「１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり
年間支給額）」ー「（２）補足事項」における「該当学年と対象学年の割合等」の給食費に
ついては、低学年・中学年・高学年で人数を把握しており、それぞれ半数を小学1年～6年ま
での全体の人数で割った数値になる。

○ ○

オ．学用品等（中古品を含む）の無償給与
・リサイクル制服あり。（在庫の有無によりすべてが対応できる
訳ではない）

学校とＰＴＡが協力して，希望する生徒へ制服のリサイクルを
行っている。

○ ○

○ ○ ○

○ ○
ウ．学用品等（中古品を含む）の無償給与
・PTAが希望する生徒への制服のリサイクルを行なっている。 ○

○
○

○

○ ○ ○

カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
・参加者全員に対して、修学旅行、移動教室宿舎借上補助を行っ
ている。
コ．その他
・向上心旺盛にして、かつ経済的理由により修学困難な高校生等
に奨学資金を支給している。

〇

○
ウ．学用品等（中古品を含む）の無償給与
・制服のリサイクル

○

○



①都道府県 ②市町村名

東京都 西東京市

東京都 瑞穂町

東京都 日の出町

東京都 檜原村

東京都 奥多摩町
東京都 大島町
東京都 利島村

東京都 新島村

東京都 神津島村

東京都 三宅村

東京都 御蔵島村

東京都 八丈町

東京都 青ヶ島村
東京都 小笠原村

Ⅵ 自由記述欄Ⅴ その他

１．学校における保護者負担軽減に向けた取組の状況 ２．教育委員会における保護者負担軽減に向けた取組の状況
（１）教育委員会が把握している学校の取組（あてはまるものすべてに○）

（２）クの内容及び補足説明

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に対する貴市町村の取組・
対応について，これまでの回答への補足（１） 教育委員会における取組（あてはまるもの全てに○）

（２）コの内容及び補足説明
（３）その他学校や教育委員会以

外での取組

ウ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

エ．低廉
な学用品
等の使用

オ．使用
する学用
品等の精
選

カ．使用
する学用
品等の入
札・合見
積等の実
施

キ．把握
していな
い

ク．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

イ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

キ．学用
品費等の
購入費用
の貸付

ク．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，学用
品等の取
扱いに関
する通知
やマニュ
アルを提

ケ．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，他校
の取組状
況等を情
報提供

コ．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．自治
体内で学
用品等の
仕様の統
一

イ．自治
体内で学
用品等の
一括契
約・購入

ウ．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

エ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

オ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

カ．就学
援助とは
別に，学
用品費等
の一部助
成

○ ○

カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
・修学旅行に参加する生徒の保護者の経済的負担を軽減し、併せ
て教育の振興を図ることを目的とした、修学旅行費補助金を交付
している。

○
広報誌の不用品交換の欄の使用し、
学用品等の譲渡を勧めている。

○
ウ．学用品等（中古品を含む）の無償給与
・中学校における制服リサイクル

○ ○

カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
小・中学校新１年生の保護者に対し、入学式で入学祝金（児童・
生徒１人当たり30,000円）を支給している。

○
○

○ ○ ○

〇

○

○ ○

○ ○

カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
村立小中学校児童生徒全員、給食費、学用品費、医療費、修学旅
行費、部活動遠征費等全額公費負担が前提になっている。

○

○
○ ○ ○


